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　地域森林振興会の起ち上げ時は非常に労力を
有するものの、設立後は所有者の取りまとめや
説得、事業利益が出た場合の所有者毎の利益配
分等の業務は地域森林振興会内で行なってもら
えるので、所有形態が零細な地区ではこの方法
（体制）が非常に有効的に機能している一方で、い
くつかの課題もある。その一つが、せっかく苦
労して地域森林振興会を設立し事業を行なうこ
とができても、次に間伐の事業が行なわれるま
で 5 ～ 10 年空いてしまう。そうなると地域森
林振興会の役員も代替わりし、また組合やプラ
ンナーとも疎遠になってしまう。その間、定期
的に関われるような事業あるいは活動を行なっ
ていく必要がある。治山等の事業はあるだろう
が、地域森林振興会の活動とはあまり関連しな
い。中には完了現場の道を使ったウォーキング
会等を実施して、コミュニケーションを維持す
る活動等を行なっているところもあるので、何ら
かのかたちで地域森林振興会が継続して参加で
きるような活動を行なっていきたいと認定森林
施業プランナーの藤井秀治氏は言う。

日報をつけてもらい、コスト分析もプランナーが行
なっている。補助金の申請もプランナーが行ない、
施業完了後は完了報告書（精算書含む）を作成し
報告会を行なっている。また、報告する際には次
に実施する事業計画についても提示することにして
いる。材の販売先は、富山県森林組合連合会の
市場、直送では林ベニヤ産業と地元の製材所等
であるが、基本は支所ごとに支所長が中心となっ
て決めている。

　他方、なるべく大きな団地を集約化して、道
を入れて次の間伐・搬出に使えるように準備し
ていくことも必要。道に関しては、管内全体に
言えることとして明らかに基幹作業道が少ない
ので、早急に対応していかなければならないと
吉光氏は言う。また、地域森林振興会のない地
区での所有者の合意形成を図ることにも苦慮し
ている。集落全員から同意がもらえればよいが、
中には反対する方も少なからず存在するし、そ
うなると路網計画も変わってくる。コストや搬
出材積にも影響を及ぼす。それゆえ可能な限り
森林組合振興推進員に協力を仰ぎ、完了現場等
を視察してもらいながら、区長への説得や会合
等を開いていただき、そこに組合も参加して丁
寧に説明しながら合意形成を図っていきたい。
さらには、今後主伐、新植の時期が必ず来るので、
それを見越した準備をどのようにしていくのか、
今から具体的に考えていく必要があるとのこと
である。

　現在、富山県西部森林組合には4名の認定森
林施業プランナーがおり、それぞれ担当する支
所を持っているが、あえて2年程度で配属先を変
えている。理由は、支所によって地域性や森林状
況も異なることからプランナーは必然的にその
地域に根差した業務を行なう必要が出てくる。
自らいろいろな情報を集め、考え行動しなけれ
ばならない。そのことで、広い視野と使える知
識や技術を習得してもらいたいという組合の考
えを基にしているからである。吉光氏と藤井氏
は今年度担当支所が入れ替えになったが、それ
ぞれ情報交換しながら進めており、プランナー
間の相互研鑽、コミュニケーションの醸成にも
つながっているようである。

■新たに見えてきた課題と今後の抱負

当時の所有者との関係性を考えると、本当に説得・
取りまとめることができるのか大きな不安もあっ
たが、地域の代表者と共に県の担当の方の協力を
仰ぎながら少しずつ組織としてまとめていった。
地域森林振興会をつくり、応分の役割を所有者に
担っていただくことで所有者に負担をかけること
にはなるが、そのことで地域内のコミュニケーション
の醸成や、森林や林業に対する関心が多少なりと
も高まってきたという効果も出てきているとのこ
とである。それでも福田課長は、「本当は、所有者
一人ひとりに直接的に丁寧に対応することが一番
望ましいし、そうしたいとも思っている。でも、
そうなると組合は対応しきれない。コストもかかり、
結果として所有者に迷惑をかけることになってし
まう。また、地域の資源としても残せなくなって
しまうため、現時点においてはやはり地域森林振

　吉光氏と藤井氏の上司でもある福田均企画課長
は、地域森林振興会の発案とその設立に最初に取
り組んだ人物である。個々の所有者から搬出間伐
の相談を受けたものの、どのように工夫しても一
所有者だけでは採算が取れない。何とか少しでも
所有者にお金を返す方法がないかと考えた末の施
策であった。

■先を見据えて仕事するのが森林施業プランナー
興会方式で取り組んできたことは間違っていなかっ
たと思う。起ち上げ時が最も大変だが、地域森林
振興会方式をとったほうが集約化が進む地域にお
いては、プランナーには一生懸命汗をかいてもら
いたい。」と言う。一方で、プランナーにはあまり
目先のことだけを考えて仕事をしてほしくないと
も思っている。プランナーの役割は、きちんとし
た提案をして山を良くし、所有者に利益としてお
金を返すことである。地区の所有者は、皆これか
ら自分の山はどのようになっていくのだろうと大き
な不安をかかえている。故に、プランナーは先を
見据えて、常に所有者の前を先導するように、将来
のビジョンを描きながら所有者に提案してもらい
たい。それには森林組合の職員が山を歩いて損な
ことは一つもないので、これまで以上に山を歩き、
また一方でプランナーとしての高い知識、技術も
身に付ける必要がある。プランナー自身も大変か
もしれないが、地域のため、組合のため、そして自分
のためだと思って頑張ってもらいたいと願っている。

富山県西部森林組合の森林施業プランナー業務のポイント

　地域森林振興会という森林所有者による地域
協議会を創設し、森林所有者と森林組合がそれ
ぞれ役割を分担して地域の森林整備に協働で
取り組むという方式は、森林所有規模が零細
な地域にとっては非常に有効な方法であり、富山
県西部森林組合は、提案型集約化施業を推進
させるというかたちできちんと結果を出して
いる。また、森林所有者に一定の役割を持っ
てもらうということは、森林や林業に対する
関心を醸成させるということでも大きな意味
がある。地域森林振興会を創設するまでに大き

な労力を要するということだが、その分地区を
取りまとめる力、森林所有者の声を聴く力（傾
聴力）、伝える力（プレゼン力）がきっと身に
ついていくはずである。今後もその力をさらに
強化し、森林所有者が不安としているこの先の
森林の行く末、整備におけるビジョンを提示し、
昨今力を付け搬出間伐の生産性を向上させて
いる作業班員と上手く連携を図りながら、これ
から新たに取り組む地区も含めて地域の森林・
林業経営の牽引役になっていただけることを
期待したい。
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福田均企画課長

現地ウォーキングの様子

林分調査の様子


